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五、第３条第１項第３号（商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の

場所、質等の表示） 
 
 

 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装

の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は

その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態

様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示す

る標章のみからなる商標 

 

１．商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状 

を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を表示する２

以上の標章よりなる商標又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効

能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を表示する２以

上の標章よりなる商標は、本号の規定に該当するものとする。 

２．図形又は立体的形状をもって、商品の産地、販売地、品質、生産若しくは使 

用の方法等又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、提供の方法等を

表示する商標は、本号の規定に該当するものとする。 

３．(1) 国内外の地理的名称を表示する商標は、必ずしも指定商品又は指定役務

がその地理的名称の表示する土地において現実に生産され又は販売されて

いること等を要せず、需要者又は取引者によって、その地理的名称の表示

する土地において、指定商品が生産され若しくは販売され又は指定役務が

提供されているであろうと一般に認識される場合は、商品の産地若しくは

販売地又は役務の提供の場所を表すものとして、本号の規定に該当するも

のとする。 

なお、国家名（国家名の略称、現存する国の旧国家名を含む。）、著名な

地理的名称（行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。）、繁華

な商店街（外国の著名な繁華街を含む。）及び地図を表示する商標は、指

定商品の産地若しくは販売地又は指定役務の提供の場所を表すものと認



 

識される蓋然性が高いことから、原則として、本号の規定に該当するもの

とする。 

(注)「国内外の地理的名称」には、国家、首都、州、県、州都、省、省都、

郡、県庁所在地（県都）、旧国、旧地域、地方、市、特別区、行政区画、

繁華街、観光地（その所在地又は周辺地域を含む。）、湖沼、山岳、河川、

公園等を表す名称や地図が含まれるものとする（以下、第３条第１項第６

号において同じ。）。 

 (2) 国内外の地理的名称を表示する商標は、本号の規定に該当しない場合で

あっても、第３条第１項第６号の規定に該当するものがあることに十分留

意する。 

４．指定商品の「品質」､「効能」､「用途」等又は指定役務の「質」､「効能」､ 

「用途」等を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする。 

５．「コクナール」､「スグレータ」､「とーくべつ」､「うまーい」､「早ーい」 

等のように長音符号を除いて考察した場合において、商品の品質、用途、効能

等又は役務の質、用途、効能等を表示するものと認められるときは、原則とし

て、本号の規定に該当するものとする。 

６．指定商品の形状（指定商品の包装の形状を含む。）又は指定役務の提供の用 

に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標は、本

号の規定に該当するものとする。 

７．(1) 書籍の題号については、題号がただちに特定の内容を表示するものと認

められるときは、品質を表示するものとする。 

  (2) 新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力が

あるものとする。 

８．映像が記録された「フィルム」については、題名がただちに特定の内容を表 

示するものと認められるときは、品質を表示するものとする。「録音済みの磁

気テープ」､｢録音済みのコンパクトディスク」､｢レコード」等についても同様

とする。 

９．「放送番組名」については、指定役務（放送番組の制作、テレビジョン放送 

 



 

等）との関係において、番組名がただちに特定の内容を表示するものと認めら

れるときは、役務の質を表示するものとする（連続の放送番組名を含む。）。 

10．指定役務（映写フィルムの貸与、録画済み磁気テープの貸与、録音済み磁気 

テープの貸与、録音済みコンパクトディスクの貸与、レコードの貸与等）との

関係において、その役務の提供を受ける者の利用に供する物（映写フィルム、

録画済みの磁気テープ、録音済みの磁気テープ、録音済みのコンパクトディス

ク、レコード等）の題名がただちに特定の内容を表示するものと認められると

きは、役務の質を表示するものとする。 

11．「飲食物の提供」に係る役務との関係において、外国の国家名、地理的名称 

等が特定の料理（フランス料理、イタリア料理、北京料理等）を表示するもの

と認められるときは、その役務の質を表示するものとする。 

12．建築、不動産業等の建築物を取り扱う役務を指定役務とする立体商標であっ 

て、それが当該建築物の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないも

のであるときは、役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示す

るものとして、本号の規定を適用することとする。 

 （注）「使用」の定義の解釈規定である商標法第２条第４項においては、その形状を標章の形 

状とし得る物を規定しているが、立体商標に関しては、本号及び第６号の基準に加え、商

標法においては商品には建築物等の不動産が含まれないことを勘案するならば、結果とし

て、建築物の形状について商標登録を受けることができる場合は、その指定商品又は指定

役務に関する広告として機能する場合に実質上限られることとなる。 

 

13．小売等役務に該当する役務において、商標がその取扱商品を表示する標章と

認められるときは、その役務の「提供の用に供する物」を表示するものとする。 

14．本号における「普通に用いられる方法で表示する標章」については、基準第

１三、第３条第１項第１号の３．を準用する。 



 

八、第３条第１項第６号（前号までのほか、識別力のないもの） 
 
 

  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務で

あることを認識することができない商標 

 

 

１．地模様（例えば、模様的なものの連続反覆するもの）のみからなるものは、 

本号の規定に該当するものとする。 

２．標語（例えば、キャッチフレーズ）は、原則として、本号の規定に該当する 

ものとする。 

３．商慣習上、例えば､「Net」､「Gross」等のように、その商品又は役務の数量 

等を表示する場合に用いられる文字等は、原則として、本号の規定に該当する

ものとする。 

４．現元号をあらわす「平成」の文字は、本号の規定に該当するものとする。 

５．事業者の設立地・事業所の所在地、指定商品の仕向け地・一時保管地若しく

は指定役務の提供に際する立ち寄り地（港・空港等）等（以下「事業者の設立

地等」という。）の国内外の地理的名称を表示する商標又は事業者の設立地等

として一般に認識される国内外の地理的名称を表示する商標は、第３条第１項

第３号の規定に該当しない場合であっても、事業者の設立地等として多くの場

合にすでに一般的に使用されあるいは将来必ず一般的に使用されるものであ

ることを踏まえ、原則として、本号の規定に該当するものとする。 

６．(1) 特定の役務について多数使用されている店名（第３条第１項第４号に該 

当するものを除く。）は、本号の規定に該当するものとする。 

（該当する例） 

 アルコール飲料を主とする飲食物 

 の提供  茶、コーヒー･･････を    「愛」「純」「ゆき」「蘭」 

 主とする飲食物の提供              「オリーブ」「フレンド」 

  (2) (1)に該当する店名に「スナック」､「喫茶」等の業種をあらわす文字を 

 



 

付加結合したもの又は当該店名から業種をあらわす文字を除いたものも、

原則として、本号の規定に該当するものとする。 

７．指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事業所の形状にすぎないものと認

られる立体商標（第３条第１項第３号に該当するものを除く。）は、原則とし

、本号の規定を適用するものとする。 

め

て

８．小売等役務に該当する役務において、商標がその取扱商品の産地、品質、原

料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若し

は使用の方法若しくは時期を表示するものと認められるときは、原則として、

号に該当するものとする。ただし、第３条第１項第３号に該当するものを除く。

．上記１．

材

く

本  

９ ないし８．に掲げる商標において、使用をされた結果需要者が何人

かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っている

ものについては、本号の規定に該当しないものとする。 

 


